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茂
保
憲
女
集
』
研
究

-
縁
者
の
伝
記
小
考
一

小

塩

曲
豆

美

 
 
［
、
は
じ
め
に

 
従
立
小
の
賀
茂
保
憲
女
及
び
縁
者
の
伝
記
研
究
は
、
藤
田
（
川
嶋
）
明
子
氏
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

「
賀
茂
保
憲
女
研
究
ロ
ー
そ
の
出
自
と
春
族
l
」
が
詳
し
い
。
藤
田
氏
の
御
論

は
昭
和
三
六
年
と
ず
い
ぶ
ん
早
い
時
期
に
出
さ
れ
た
も
の
の
、
以
降
、
伝
記
資

料
に
も
限
り
が
あ
る
た
め
か
、
折
々
必
要
に
応
じ
て
個
々
の
研
究
者
が
言
及
す

る
と
い
う
形
で
あ
り
、
大
系
的
に
ま
と
め
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
近

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
（
平
成
＋
二
年
）
に
は
和
歌
文
学
大
系
（
明
治
書
院
）
の
「
賀
茂
保
憲
女
集
」
の

解
説
で
父
保
憲
を
中
心
と
し
て
親
族
の
伝
記
を
簡
略
な
が
ら
ま
と
め
直
す
と
い

う
成
果
が
あ
っ
た
も
の
の
、
新
見
が
出
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

 
し
か
し
保
憲
女
が
置
か
れ
て
い
た
生
活
・
文
学
環
境
、
ま
た
縁
者
か
ら
受
け

た
影
響
を
少
し
で
も
知
る
上
で
も
、
ひ
い
て
は
保
憲
豊
平
成
立
の
背
景
を
考
察

す
る
た
め
に
も
、
伝
記
を
再
認
識
す
る
必
要
性
を
以
前
よ
り
感
じ
て
い
た
。
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

し
て
此
の
度
、
改
め
て
古
記
録
類
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
藤
田
氏
の
ご
指
摘
以

外
に
も
縁
者
の
動
向
が
若
干
指
摘
で
き
る
点
が
あ
り
、
従
来
殆
ど
資
料
が
な
い

と
思
わ
れ
て
き
た
人
物
に
つ
い
て
も
史
料
が
出
て
き
た
。
よ
っ
て
本
稿
で
紹
介

す
る
こ
と
は
保
憲
女
の
周
辺
理
解
に
役
立
つ
と
考
え
、
こ
こ
に
ま
と
め
る
こ
と

に
し
た
。

 
さ
て
、
周
知
の
如
く
保
憲
女
は
陰
陽
道
の
家
、

要
な
人
物
の
系
図
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

吉
備
麿
-
含
代
略
-
渠
恵
行
噛

保
憲

賀
茂
氏
に
生
長
し
た
が
、
主

 
慶
滋
保
胤

 
保
章

 
保
遠

不
足
は

光
栄
-
守
道

女
（
保
憲
女
）
1
質
料

光
国w

輔

 
 
 
 
（
『
尊
卑
分
脈
』
を
元
に
し
、
 
 
 
 
『
系
図
纂
要
』
他
で
補
っ
た
）

 
賀
茂
氏
は
吉
備
麿
に
始
ま
り
、
四
代
略
し
て
保
憲
女
の
祖
父
・
忠
行
。
父
保

憲
、
保
憲
の
弟
に
あ
た
る
叔
父
は
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
三
人
お
り
、
池
亭
記
な

ど
の
著
作
を
残
し
た
慶
滋
保
胤
、
外
記
に
な
っ
た
保
革
、
陰
陽
道
に
進
ん
だ
保

遠
で
あ
る
。
保
憲
の
息
は
家
業
の
陰
陽
道
を
継
い
だ
兄
光
栄
、
そ
し
て
『
系
図

纂
要
』
で
は
女
と
だ
け
記
し
て
あ
る
人
物
が
保
憲
女
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
続

く
光
国
・
光
輔
は
、
保
憲
女
の
活
動
の
時
期
を
考
え
る
と
兄
と
み
ら
れ
る
。
ま

た
『
尊
卑
分
脈
』
『
系
図
必
要
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
保
憲
女

に
は
娘
が
い
た
こ
と
が
『
続
本
朝
往
生
伝
』
に
よ
り
知
ら
れ
る
の
で
こ
こ
に
載

（1）
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縁
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せ
た
。

 
論
を
進
め
る
必
要
上
、
保
憲
女
集
の
成
立
年
を
確
認
し
て
お
く
と
、
岡
一
男

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

氏
の
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
成
立
説
と
松
平
盟
子
氏
の
長
徳
四
年
（
九
九
八
）

 
 
 
 
ゑ

成
立
説
の
二
つ
が
有
力
で
あ
る
。
後
者
の
松
平
氏
は
保
憲
女
集
序
文
に
見
え
る

「
も
が
さ
」
が
従
来
言
わ
れ
て
い
た
庖
瘡
（
天
然
痘
）
で
は
な
く
長
徳
四
年
に

流
行
し
た
美
装
瘡
（
麻
疹
）
で
あ
る
（
『
日
本
紀
略
』
）
と
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら

に
序
文
中
の
「
目
さ
へ
や
み
け
れ
ば
」
は
赤
庖
瘡
の
症
状
で
あ
る
こ
と
を
医
学

的
見
地
か
ら
挙
げ
、
保
憲
女
亭
成
立
を
そ
の
赤
庖
瘡
罹
病
以
後
、
長
徳
四
年
（
九

九
八
）
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
保
憲
女
集
中
の
「
お
も
ひ
き
や
ふ
た
た
び
き
て
し

す
み
ぞ
め
の
こ
ろ
も
に
ち
か
く
な
れ
ん
も
の
と
は
」
の
歌
が
、
叔
父
慶
滋
保
胤

の
死
に
際
し
た
詠
歌
で
あ
る
と
し
、
よ
っ
て
家
集
成
立
は
保
胤
死
去
の
長
徳
三

年
（
九
九
七
）
以
後
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
た
（
保
胤
の
死
去
年
は
諸
説
あ
る

が
、
松
平
氏
は
長
徳
三
年
を
支
持
さ
れ
て
い
る
）
。
本
稿
で
は
「
赤
墨
瘡
」
の

罹
病
時
期
に
重
き
を
置
き
、
松
平
説
に
基
づ
い
て
論
を
進
め
て
い
く
。
な
お
、

家
集
編
纂
時
、
兄
光
栄
が
五
九
歳
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も

保
憲
女
は
四
十
歳
代
と
考
え
ら
れ
る
（
家
集
成
立
年
の
説
は
ち
が
う
も
の
の
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

年
齢
に
関
し
て
の
詳
し
い
根
拠
は
岡
一
男
氏
の
論
に
拠
る
）
。

 
本
稿
で
は
、
人
物
の
一
生
の
流
れ
を
確
認
す
る
必
要
か
ら
、
従
来
知
ら
れ
て

い
る
伝
も
引
い
て
い
る
こ
と
を
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
以
下
の
藤
田
氏

の
御
論
の
出
典
は
特
に
注
記
を
し
な
い
限
り
、
（
注
1
）
に
掲
げ
た
論
文
に
拠
っ

て
い
る
。

 
一
一
、
保
憲
女
集
に
見
え
る
「
家
意
識
」

保
憲
女
は
家
集
の
記
述
に
よ
り
、
宮
仕
え
を
す
る
こ
と
も
、

権
力
者
の
妻
と

な
る
こ
と
も
な
く
一
生
を
家
で
過
ご
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
外
の
世
界
で
活

躍
し
て
い
る
親
兄
弟
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。 

ま
ず
保
憲
金
集
「
執
筆
契
機
の
序
」
に
見
え
る
家
意
識
を
挙
げ
る
。

 
 
此
歌
は
、
あ
め
の
み
か
ど
の
藩
儒
に
、
も
が
さ
と
い
ふ
も
の
お
こ
り
て
、

 
 
や
み
け
る
な
か
に
、
か
も
う
ち
な
る
を
ん
な
、
よ
う
つ
の
ひ
と
に
お
と
れ

 
 
り
け
り
、
さ
る
な
か
に
、
た
だ
も
が
さ
を
な
む
す
ぐ
れ
て
や
み
け
る

 
保
憲
女
は
「
か
も
う
ち
」
と
自
ら
の
姓
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
点

が
従
来
の
女
流
作
品
と
は
異
な
る
。
保
憲
女
雛
以
前
の
女
流
家
集
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
者
が
ど
う
自
己
紹
介
し
て
い
る
か
例
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

 
 
伊
勢
集
「
寛
平
み
か
ど
の
御
時
、
大
宮
す
所
と
き
こ
え
け
る
御
つ
ぼ
ね
に

 
 
 
 
 
や
ま
と
に
お
や
あ
る
人
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

 
 
本
院
侍
従
集
「
（
前
略
）
い
も
う
と
は
き
さ
き
は
ら
の
み
こ
に
奉
り
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
藤
つ
ぼ
に
ぞ
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
、
お
ほ
む
い
と
こ
さ
ぶ
ら

 
 
 
 
 
 
 
ひ
給
ひ
け
り
」

 
 
小
馬
命
婦
集
「
ほ
り
か
は
の
み
ん
に
さ
ぶ
ら
ふ
く
ち
を
ん
な
」

 
例
え
ば
伊
勢
集
の
序
で
は
「
や
ま
と
に
お
や
あ
る
人
」
と
の
雲
仙
な
言
い
回

し
で
あ
り
、
姓
名
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
伊
勢
・
本
院
侍
従
・
小
馬
命
婦

ら
宮
仕
え
も
し
、
世
に
知
ら
れ
た
女
流
歌
人
と
家
居
の
女
性
と
で
は
知
名
度
の

落
差
が
大
き
く
、
保
憲
女
の
場
合
は
自
ら
名
乗
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
の
見

方
も
否
定
で
き
な
い
が
、
当
時
の
女
性
が
文
学
作
品
に
己
の
氏
名
を
明
記
す
る

こ
と
は
あ
り
え
ず
、
こ
の
点
は
保
憲
女
の
「
賀
茂
氏
」
の
自
負
と
所
属
意
識
が

強
く
表
れ
て
い
る
と
受
け
と
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
保
憲
女
徳
と
同
時
代
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

女
流
家
集
と
の
比
較
は
守
屋
省
吾
氏
の
御
記
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
課
題
に
つ

（2）



い
て
は
別
稿
に
て
取
り
組
み
た
い
。

 
ま
た
家
意
識
は
雑
歌
中
、
宇
治
の
「
ひ
を
」
を
詠
ん
だ
和
歌
（
一
八
五
番
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

一
九
〇
番
）
に
も
見
え
る
と
の
中
島
絵
里
子
氏
の
ご
指
摘
が
あ
る
。
歌
中
、
地

名
の
「
宇
治
」
に
「
氏
」
が
掛
け
て
あ
り
、
中
島
氏
は
「
網
代
に
捕
わ
れ
て
い

る
氷
魚
に
、
他
の
親
族
と
同
じ
賀
茂
氏
の
人
間
で
あ
る
の
に
、
家
の
中
で
し
か

生
き
ら
れ
な
い
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
て
嘆
き
、
し
か
し
、
そ
の
事
実
を
受
け
入

れ
て
生
き
る
し
か
な
い
こ
と
も
十
分
わ
か
っ
て
お
り
、
歌
に
表
し
た
」
と
解
釈

し
て
お
ら
れ
る
。

 
さ
ら
に
長
歌
（
一
九
四
番
歌
）
に
も
保
憲
女
の
複
雑
な
心
情
は
し
の
ば
れ
る
。

 
 
か
く
れ
し
親
の
 
は
ね
ご
ろ
も
 
み
な
わ
す
ら
れ
て
 
と
び
な
ら
ひ
 
あ

 
 
る
は
か
し
こ
く
 
な
る
す
ご
の
 
か
し
こ
き
鷹
と
 
な
を
ふ
る
ひ
 
あ
る

 
 
は
は
か
な
く
 
さ
す
ら
へ
て
 
 
（
中
略
）
あ
は
れ
か
な
し
き
 
わ
が
身
か

 
 
な

と
鳥
の
巣
立
ち
に
た
と
え
、
成
人
し
た
兄
弟
は
活
躍
し
名
を
成
し
て
い
る
が
、

一
方
で
私
は
よ
り
ど
こ
ろ
な
く
さ
す
ら
っ
て
い
る
、
と
嘆
い
て
い
る
。
本
歌
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 

つ
い
て
は
従
来
、
三
田
村
雅
子
氏
が
兄
弟
と
比
較
し
て
の
「
み
じ
め
」
さ
、
久

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
木
寿
子
氏
が
兄
弟
へ
の
「
羨
望
」
を
見
て
お
ら
れ
、
た
し
か
に
保
憲
女
の
兄

弟
へ
の
複
雑
な
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

 
実
際
、
保
憲
女
の
目
に
は
兄
弟
の
活
躍
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
当
時
の
記
録
に
基
づ
い
て
縁
者
の
活
動
を

見
て
い
こ
う
。

 
 
三
、
縁
者
の
伝
記
一
祖
父
 
賀
茂
忠
行
・
父

①
忠
行
（
祖
父
）
［
生
没
年
未
詳
］

保
憲
1

『
賀
茂
保
憲
女
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』
研
究
-
縁
者
の
伝
記
小
考
1

 
ま
ず
賀
茂
氏
を
陰
陽
道
の
家
と
成
し
た
祖
父
忠
行
の
活
動
を
追
お
う
。

 
ま
ず
任
期
は
不
明
な
が
ら
「
丹
波
権
介
」
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
［
流

布
本
賀
茂
保
憲
女
集
摺
物
・
尊
卑
分
脈
］
。
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
正
六
早
上

近
江
国
権
少
縁
［
別
聚
符
宣
旨
］
、
天
暦
六
年
（
九
五
二
）
息
子
保
憲
に
栄
爵
（
従

五
位
下
）
を
譲
ら
れ
る
［
朝
野
尋
人
・
巻
九
功
労
・
四
月
二
七
日
］
、
天
徳
三

年
（
九
五
九
）
村
上
天
皇
の
勅
に
よ
り
、
匡
の
中
の
物
（
水
晶
の
数
珠
）
を
占
っ

た
［
朝
野
群
載
・
二
月
七
日
］
こ
と
も
あ
っ
た
。

 
ま
た
流
布
本
賀
茂
保
憲
女
集
勘
物
・
尊
卑
分
脈
に
「
丹
波
権
介
忠
行
」
と
あ

る
の
が
極
官
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
以
上
の
事
例
に
先
立
っ
て
、
延
長
八
年

（
九
三
〇
）
に
陰
陽
喜
憂
出
羽
介
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
新
国
史
』
に
よ
っ
て
知

ら
れ
る
。
『
新
国
史
』
は
六
国
史
の
後
を
受
け
継
い
で
撰
国
史
所
で
編
纂
さ
れ

て
い
た
が
、
完
成
奏
上
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
史
書
で
あ
り
、
現
 
 
3
〕

在
は
散
逸
し
て
し
ま
い
『
釈
日
本
紀
』
や
『
東
大
寺
要
録
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
 
 
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
逸
文
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
さ
て
忠
行
の
該
当
記
事
は
、
伴
夕
空
の
「
新
国

史
逸
文
考
」
（
以
下
「
逸
文
考
」
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
日
本
新
国
史
巻
十

二
／
諸
国
瑞
祥
妖
災
之
部
」
の

 
 
同
（
醍
醐
天
皇
御
宇
延
喜
・
稿
者
注
）
八
年
庚
寅
六
月
二
十
六
日
、
雷
火

 
 
零
二
焼
於
清
涼
殿
一
、
大
納
言
藤
原
清
愈
愈
合
弁
平
希
世
、
右
大
史
小
槻

 
 
易
直
等
及
二
死
亡
一
、
天
皇
遷
二
御
宇
常
道
殿
一
、
即
剋
敷
二
塁
陽
頭
兼
出
羽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
0
）

 
 
介
賀
茂
忠
行
一
、
令
レ
獲
二
機
於
鳴
弦
之
法
一
、
連
綿
無
二
震
雷
之
災
一

 
清
涼
殿
に
雷
が
落
ち
た
た
め
三
人
が
死
亡
し
、
醍
醐
天
皇
も
常
寧
殿
に
遷
御

し
た
折
に
、
忠
行
が
鳴
弦
の
法
を
行
っ
た
と
の
記
事
だ
が
、
二
つ
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
年
次
の
問
題
で
、
「
逸
文
考
」
で
は
延
喜
八
年
（
九
〇
八
）
の
こ
と
と

し
て
記
し
て
い
る
が
、
史
実
で
は
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
に
起
き
た
の
で
あ
る
。
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憲
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縁
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死
者
を
出
し
、
菅
原
道
真
の
恨
み
か
と
人
々
に
畏
怖
の
念
を
抱
か
せ
た
宮
中
の

落
雷
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
病
身
の
醍
醐
天
皇
の
譲
位
へ
と
至
る
未
曾
有
の
事

件
は
『
日
本
紀
略
』
そ
の
他
に
も
同
様
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ

も
「
延
長
八
年
庚
寅
六
月
二
十
六
日
」
の
記
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
延
長
」
が

正
し
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
『
日
本
紀
念
』
ほ
か
古
記
録
と
「
逸
文
考
」
と
は

元
号
を
除
く
年
・
十
干
十
二
支
・
月
日
が
共
通
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の

相
違
は
伴
信
友
が
「
逸
文
考
」
の
中
で
引
用
し
た
時
に
元
号
を
見
誤
っ
た
か
、

信
友
の
手
元
に
あ
っ
た
『
新
国
史
』
書
写
本
が
も
と
も
と
誤
っ
て
い
た
こ
と
な

ど
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

 
さ
て
二
つ
目
の
問
題
点
は
、
忠
行
の
官
職
で
あ
る
。
『
新
国
史
』
に
よ
る
と

忠
行
は
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
「
陰
陽
頭
兼
出
羽
介
」
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
が
、
約
二
十
年
後
の
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
に
は
「
正
六
山
上
近
江
国
権

少
橡
」
［
別
聚
符
宣
抄
］
と
い
ま
だ
官
職
が
は
か
ば
か
し
く
な
い
と
こ
ろ
を
見

る
と
、
延
長
八
年
当
時
「
陰
陽
頭
」
云
々
の
官
で
あ
っ
た
か
多
少
疑
問
が
残
る
。

こ
こ
は
後
の
『
新
国
史
』
編
纂
当
時
の
官
位
を
用
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
忠
行
が
事
実
、
陰
陽
頭
で
あ
っ
た
か
は
他
例
が
見
出
せ
ず
、
当
然
な
が
ら

確
か
め
る
術
は
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
大
江
朝
綱
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
大
江
朝
綱
は
『
新
国
史
』
を
編
纂
し
た
と
考
え
ら
れ
る
撰
国
史
所
に
勤

務
し
て
お
り
、
別
当
を
務
め
る
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
『
本
朝
書
籍
目
録
』

に
『
新
国
史
』
編
纂
者
と
し
て
要
慎
公
と
と
も
に
大
江
朝
綱
の
名
が
記
載
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
大
江
朝
綱
と
賀
茂
忠
行
・
保
憲
父
子
は
縁
が
あ
る
。
天
暦
六
年
（
九
五
二
）

に
保
憲
が
栄
爵
（
従
五
位
下
）
を
父
忠
行
に
譲
り
た
い
と
奏
上
し
た
折
の
申
文

を
書
い
た
人
物
が
、
大
江
朝
綱
で
あ
っ
た
［
朝
野
群
載
・
本
朝
楽
聖
］
。
申
文

を
書
く
の
だ
か
ら
、
忠
行
・
保
憲
の
務
め
て
き
た
官
位
は
よ
く
知
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
細
か
い
点
は
省
ぐ
が
、
仮
に
朝
綱
が
忠
行
の
箇
所
に
目
を
通
し

た
な
ら
ば
、
誤
り
が
あ
れ
ば
即
座
に
指
摘
し
訂
正
し
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
後

出
の
保
憲
の
息
光
輔
が
安
和
元
年
（
九
六
八
）
に
紀
伝
学
生
の
ま
ま
撰
国
史
所

に
勤
務
し
て
お
り
、
祖
父
忠
行
に
関
す
る
記
述
の
誤
り
は
見
落
と
さ
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
か
な
り
の
確
率
で
忠
行
が
陰
陽
頭
十
王
羽
子
の
任
に
就
い

て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
忠
行
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
三
話
登
場
し
、
陰
陽
道
の
才
能
が
「
当
時
モ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

肩
を
並
ブ
者
無
シ
」
だ
っ
た
と
あ
り
、
陰
陽
道
家
と
し
て
評
判
が
高
か
っ
た
こ

と
が
知
れ
る
。

②
保
憲
（
父
）
［
延
喜
一
七
年
（
九
一
七
）
1
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
］

 
保
憲
に
関
し
て
は
新
見
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
が
、
娘
が
父
か
ら
受
け

た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
あ
え
て
細
か
く
確
認
し
て
お
く
。

 
父
保
憲
は
流
布
賀
茂
保
憲
女
心
添
物
に
「
私
註
賀
茂
保
憲
者
吉
備
麿
五
代
之

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

丹
波
丁
零
忠
行
子
。
穀
倉
院
別
当
、
暦
文
章
等
博
士
、
主
計
頭
。
延
喜
十
七
年

号
生
。
貞
元
二
年
二
月
廿
二
日
卒
云
．
」
と
見
え
る
。
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
に

は
二
六
歳
で
愚
生
な
が
ら
嘉
暦
の
宣
旨
を
蒙
る
［
聖
篭
符
宣
抄
・
七
月
一
七
日
］
。

暦
を
作
る
こ
と
は
専
門
家
の
仕
事
で
あ
り
、
重
要
な
役
目
を
ま
か
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
続
い
て
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
に
三
三
歳
で
暦
博
士
と
し
て

名
が
見
え
［
北
山
抄
］
、
天
暦
七
年
（
九
五
三
）
僧
日
延
が
渡
領
す
る
に
あ
た
り
、

中
国
の
新
暦
を
招
来
す
る
よ
う
に
保
憲
は
勅
を
請
う
て
お
り
［
太
宰
府
天
満
宮

文
書
・
永
承
六
-
七
年
？
の
文
書
］
、
意
欲
的
に
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。
天
徳
元
年
（
九
五
七
）
陰
陽
頭
在
任
［
九
暦
・
八
月
一
七
日
］
。
天
徳

四
年
（
九
六
〇
）
天
文
博
士
と
な
る
［
扶
桑
略
記
・
四
月
二
二
日
］
。

（4）



 
そ
し
て
、
保
憲
女
集
成
立
当
時
（
長
徳
四
年
〈
九
九
八
〉
）
保
憲
女
が
四
十

歳
前
後
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
、
生
年
を
逆
算
す
る
と
、
保
憲
女
は
天
徳
年
間
（
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

五
七
-
九
六
〇
）
頃
に
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
憲
が
四
〇
歳
頃
の
こ
と

で
あ
る
。
息
子
光
栄
が
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
保
憲
二
一
二
歳
の
時
に
生
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
長
兄
光
栄
と
保
憲
女
は
異
腹
の
兄
妹
で
あ
る
可
能
性

が
大
き
い
だ
ろ
う
。

 
さ
ら
に
保
憲
の
経
歴
を
追
う
と
、
安
和
二
年
（
九
六
九
）
主
計
頭
・
穀
倉
院

別
当
に
就
く
［
二
中
脳
］
。
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
五
四
歳
の
時
、
正
五
位
下

行
主
計
頭
兼
天
文
博
士
と
し
て
在
任
［
類
聚
符
女
癖
・
十
一
月
四
日
］
。
天
延

二
年
（
九
七
四
）
に
は
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
［
朝
野
群
載
・
十
一
月
］
、
主

計
頭
と
し
て
は
従
五
位
上
が
相
当
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
階
級
飛
び
越
し
て
の

昇
進
で
あ
り
、
こ
の
待
遇
か
ら
も
陰
陽
道
の
大
家
と
し
て
の
功
績
が
朝
廷
で
も

認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
間
も
な
く
貞
元
二
年
（
九
七
七
）

二
月
二
十
二
日
に
六
一
歳
で
保
憲
は
亡
く
な
っ
た
［
尊
卑
分
脈
］
。
当
時
、
保

憲
女
は
二
〇
歳
前
後
と
思
わ
れ
、
若
く
し
て
父
を
失
っ
た
と
い
え
る
。

 
な
お
、
保
憲
の
著
作
『
談
林
』
十
巻
（
本
朝
書
籍
目
録
）
は
散
逸
し
、
現
在

伝
わ
っ
て
い
な
い
。
説
話
で
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
四
に
、
幼
少
の
保
憲
が

習
わ
ず
し
て
鬼
神
を
見
た
の
で
、
父
忠
行
が
息
子
の
才
能
を
感
じ
「
我
が
道
に

知
り
と
知
り
た
り
け
る
事
の
限
り
を
ば
、
つ
ゆ
残
す
こ
と
な
く
心
を
い
た
し
て

教
へ
」
（
識
、
）
予
想
に
た
が
わ
ず
名
を
成
し
た
と
の
、
術
者
と
し
て
優
れ
て
い
た
逸

話
を
伝
え
て
い
る
。

 
 
四
、
叔
父
 
溝
型
保
胤
・
保
章
・
保
遠

①
慶
滋
保
胤
（
叔
父
）
［
？
1
長
保
四
年
置
一
〇
〇
二
）
］

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
研
究
 
-
縁
者
の
伝
記
小
考
一

 
著
名
な
人
物
で
は
あ
る
が
、
略
伝
を
簡
単
に
ま
と
め
た
。
保
胤
は
忠
行
の
二

男
だ
っ
た
が
、
家
業
の
陰
陽
道
は
継
が
ず
、
慶
郎
女
を
名
乗
っ
た
。
菅
原
文
時

を
学
問
の
師
と
し
、
文
章
生
と
な
る
。
内
御
書
所
に
出
仕
、
従
五
位
下
大
内
記
。

康
保
元
年
（
九
六
四
）
三
月
、
観
学
会
を
創
始
。
天
元
五
年
（
九
八
二
）
十
月

に
随
筆
『
池
亭
記
』
成
立
。
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
四
月
、
出
家
。
法
名
寂
心
。

村
上
天
皇
皇
子
具
平
親
王
と
親
交
が
深
か
っ
た
。
藤
原
道
長
の
授
戒
の
師
。
長

保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
、
死
去
。
保
胤
の
死
後
、
道
長
が
四
十
九
日
調
請
を
修
す
。

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
を
著
す
。
『
慶
保
胤
集
』
二
巻
は
散
逸
。

 
家
業
の
陰
陽
道
と
は
距
離
を
お
い
た
が
、
仏
道
に
傾
倒
し
文
学
活
動
に
い
そ

し
ん
だ
こ
と
は
、
つ
と
に
有
名
な
話
で
あ
る
が
、
今
昔
物
語
集
で
は
仏
教
に
深

く
帰
依
し
て
い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

 
保
憲
女
研
究
の
立
場
か
ら
も
藤
田
氏
が
「
近
親
の
人
た
ち
が
文
学
と
は
無
縁
 
 
臼

な
世
界
に
生
き
て
い
た
な
か
で
、
彼
は
漢
詩
文
、
保
憲
女
は
仮
名
文
と
和
歌
と
 
 
〔

い
う
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
文
学
に
関
心
を
持
ち
、
作
品
を
残
し

た
点
で
、
こ
の
二
人
（
保
憲
女
と
保
胤
・
稿
者
注
）
は
共
通
点
を
示
し
て
い
る
」

と
注
目
し
、
さ
ら
に
保
憲
女
集
・
総
序
に
保
胤
の
影
が
窺
え
る
と
も
指
摘
さ
れ

た
。
保
胤
は
『
本
朝
文
粋
』
巻
九
・
詩
序
「
天
徳
応
和
之
間
、
天
下
之
士
女
之

語
才
子
者
、
区
制
高
論
茂
能
、
毒
忌
早
遂
専
業
、
永
入
仏
道
」
、
『
続
本
朝
往
生

伝
』
で
「
富
試
写
文
当
時
絶
倫
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
古
今
問
わ
ず
文
才
の
評

価
は
高
く
、
不
動
で
あ
っ
た
。

 
本
稿
で
も
文
学
活
動
の
活
発
で
あ
っ
た
保
胤
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
す
る
予

定
だ
っ
た
が
、
保
胤
の
文
学
活
動
の
足
跡
は
保
憲
女
研
究
で
も
藤
田
氏
の
論
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

は
じ
め
と
し
て
あ
り
、
漢
詩
文
や
浄
土
教
の
方
面
か
ら
の
研
究
論
文
も
数
多
く

あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
避
け
、
勝
手
な
が
ら
他
の



『
賀
茂
保
憲
女
集
』
研
究
一
縁
者
の
伝
記
小
考
1

今
ま
で
光
の
当
た
ら
な
か
っ
た
縁
者
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

保
胤
と
保
憲
女
の
文
学
的
関
係
は
見
過
ご
せ
ず
、
別
の
機
会
に
考
察
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

②
保
章
（
叔
父
）
［
生
没
年
未
詳
］

 
忠
行
の
息
。
兄
保
胤
と
同
じ
く
慶
滋
姓
を
名
乗
っ
た
こ
と
、
時
期
は
不
明
な

が
ら
権
少
外
記
、
文
章
博
士
、
能
登
守
な
ど
を
歴
任
。
従
四
位
上
に
至
っ
た
［
尊

卑
分
脈
］
。
藤
田
氏
は
「
記
録
の
上
で
は
、
一
、
二
外
記
と
し
て
名
前
が
見
え

て
い
る
（
天
延
二
年
紀
、
二
月
十
三
日
の
条
な
ど
）
に
過
ぎ
ず
、
生
没
年
も
不

明
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
『
外
記
補
任
』
か
ら
次
の
職
に
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
「
正
月
廿
八
日
任
天
禄
三
年
十
二
月
典

薬
叢
誌
文
章
生
」
、
天
延
元
年
（
九
七
三
）
少
外
記
、
同
二
年
少
外
記
在
任
、

同
三
年
大
外
記
愚
弄
高
下
、
「
正
月
七
日
詣
。
二
六
日
遷
上
総
甲
介
。
天
元
二

年
正
月
任
和
泉
守
」
を
勤
め
て
い
る
。
保
胤
と
同
じ
く
家
業
は
継
が
ず
文
章
道

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

に
進
ん
で
お
り
、
保
胤
と
同
腹
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
く
、
文
章
道
に
進
ん
だ

こ
と
は
兄
保
胤
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
息
子
為
政
も

文
章
道
に
進
み
、
か
つ
後
一
条
悠
紀
方
屏
風
歌
を
詠
み
後
拾
遺
集
に
四
首
採
歌

さ
れ
て
お
り
、
歌
才
あ
っ
た
と
み
え
る
。
と
こ
ろ
で
保
章
の
娘
は
女
流
歌
人
相

模
の
母
で
あ
る
。
保
憲
古
集
の
影
響
が
相
模
集
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
（
注
1
5
）

の
近
藤
氏
の
論
を
は
じ
め
と
し
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

③
保
遠
（
叔
父
）
［
生
没
年
未
詳
］

 
忠
行
の
息
。
保
遠
は
兄
保
胤
と
同
じ
く
慶
滋
姓
を
名
乗
っ
た
。
権
陰
陽
博
士
、

陰
陽
助
、
主
計
助
な
ど
を
歴
任
。
正
五
位
下
と
見
え
る
［
尊
卑
分
脈
］
。
他
に

は
特
に
目
立
つ
活
動
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
兄
弟
の
中
で
た
だ
一
人
保

憲
と
同
じ
道
を
選
ん
だ
人
物
で
あ
る
。

 
 
五
、
兄
 
光
栄
・
光
国
・
光
輔

①
光
栄
（
兄
）
［
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
一
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
］

 
保
憲
の
息
。
保
憲
女
の
兄
。
天
延
元
年
（
九
七
四
）
権
暦
博
士
と
し
て
見
え
、

次
い
で
大
炊
権
頭
、
播
磨
権
介
、
大
炊
頭
を
へ
て
右
京
権
大
夫
に
至
り
、
『
分
脈
』

に
は
従
四
位
下
と
あ
る
。

 
官
僚
と
し
て
は
そ
こ
そ
こ
の
出
世
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
父
保
憲
の
跡
を
継
ぎ
、

陰
陽
家
と
し
て
活
躍
し
た
様
子
が
『
御
堂
関
白
記
』
『
小
右
記
』
に
頻
繁
に
見

え
る
。
従
四
位
下
に
至
っ
た
の
も
本
来
か
ら
は
三
階
級
上
の
待
遇
で
あ
り
、
重

ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
『
続
古
事
談
』
（
第
五
・
諸
道
）
で
は
、

上
東
門
院
彰
子
の
御
産
の
時
に
光
栄
が
乱
れ
た
頭
髪
、
み
す
ぼ
ら
し
い
服
装
で

邸
を
訪
問
し
、
懐
か
ら
風
を
取
り
出
し
て
潰
し
た
、
と
い
う
奇
妙
な
話
を
伝
え

て
い
る
。
『
歴
代
編
年
集
成
』
（
十
七
・
一
条
院
）
に
は
、
永
延
元
年
に
保
憲
が

「
以
暦
伝
清
子
光
栄
、
以
天
文
道
伝
弟
子
晴
明
、
自
此
已
後
両
道
相
分
」
と
天

文
・
善
道
を
二
つ
に
分
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
賀
茂
氏
が
暦
道
の
専
門

家
と
な
っ
た
の
は
光
栄
が
は
じ
め
と
示
さ
れ
て
い
る
。

 
ま
た
い
か
に
光
栄
が
悪
道
の
大
家
と
し
て
重
き
を
な
し
て
い
た
か
物
語
る
話

と
し
て
『
権
記
』
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
七
月
九
日
の
条
が
指
摘
さ
れ
る
。

 
 
依
勅
召
大
炊
頭
光
栄
、
仰
言
令
前
内
蔵
允
光
国
習
伝
暦
道
之
事
、
申
云
、

 
 
当
道
事
者
、
以
光
栄
子
息
可
令
習
継
、
高
光
国
者
尤
可
被
採
用
、
陰
陽
助

 
 
若
博
士
有
閾
之
時
、
可
被
拝
任
欺
。

 
一
条
天
皇
が
車
道
を
光
栄
の
弟
光
国
に
継
が
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
光
栄
は
自
分
の
子
に
継
が
せ
る
こ
と
を
望
み
、
辞
退
し
て
い
る
。
光

国
に
は
欠
員
が
あ
れ
ば
陰
陽
助
も
し
く
は
博
士
に
任
じ
ら
れ
て
は
、
と
配
慮
を

（6）



見
せ
て
は
い
る
が
、
は
っ
き
り
と
天
皇
の
仰
せ
を
断
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

暦
道
の
大
家
で
あ
る
自
負
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
天
皇
が
重
ね
て
要
請
し
た
様

子
も
な
い
こ
と
か
ら
、
光
栄
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
元
来
、
極
道

は
造
暦
に
大
き
く
関
わ
る
専
門
職
で
あ
る
か
ら
光
栄
は
直
系
に
伝
え
、
忠
行
以

来
昇
り
つ
め
て
き
た
陰
陽
道
（
暦
道
）
宗
家
へ
の
道
を
盤
石
の
も
の
と
し
た
い

と
の
強
い
意
思
の
表
れ
と
取
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
賀
茂
氏
全
体
が
陰
陽
家

と
し
て
勢
い
を
増
し
、
三
代
目
光
栄
が
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
も
納

得
さ
れ
、
保
憲
女
も
家
に
い
る
だ
け
に
耳
に
入
る
親
兄
弟
の
活
動
に
人
一
倍
関

心
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
兄
光
栄
の
着
実
な
活
躍
を
耳
に
し
、
羨
望
の

眼
差
し
で
み
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
ほ
か
に
は
、
兄
弟
弟
子
で
あ
る
安
倍
晴
明
と
光
栄
が
、
ど
ち
ら
が
師
匠
保
憲

に
信
を
置
か
れ
て
い
る
か
口
論
を
し
た
と
い
う
有
名
な
逸
話
も
あ
る
［
続
古
事

談
］
。

②
光
国
（
兄
弟
）
［
生
没
年
未
詳
］

 
保
憲
の
息
。
光
国
は
任
期
不
明
な
が
ら
「
権
天
文
博
士
」
で
あ
っ
た
が
［
系

図
纂
要
・
幸
徳
井
家
系
図
］
、
天
文
得
業
生
を
経
て
天
延
二
年
（
九
七
四
）
に

天
文
博
士
に
至
っ
た
こ
と
が
『
朝
野
群
載
』
に
見
え
る
［
巻
心
十
五
・
天
文
道
・

嘉
保
二
年
正
月
二
二
日
］
。
ま
た
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
に
は
「
前
内
蔵
允
」

［
権
記
・
七
月
九
日
］
の
役
職
に
就
い
て
い
た
こ
と
は
従
来
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
十
年
以
上
た
っ
た
長
和
二
年
（
一
〇
＝
二
）
か
ら
長
和
四
年
（
一
〇
一

五
）
に
か
け
て
『
小
右
記
』
に
「
内
蔵
允
光
国
」
と
見
え
る
［
長
和
二
年
四
月

二
一
日
・
長
和
四
年
十
月
二
日
］
の
だ
が
、
こ
れ
は
再
任
さ
れ
た
と
み
る
べ
き

か
。
も
し
く
は
別
人
か
。
し
か
し
前
項
「
光
国
」
で
も
挙
げ
た
『
権
記
』
［
長

保
二
年
七
月
九
日
目
に
見
え
る
一
条
天
皇
と
光
栄
の
や
り
と
り
で
光
国
の
名
前

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
研
究
-
縁
者
の
伝
記
小
考
1

が
挙
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

③
光
輔
（
兄
弟
）
［
生
没
年
未
詳
］

 
保
憲
の
息
。
光
輔
は
寛
和
二
年
（
九
八
○
）
大
外
記
、
永
延
元
年
（
九
八
七
）

従
五
位
下
、
筑
後
守
［
以
上
、
外
記
補
任
］
、
ま
た
任
期
不
明
な
が
ら
あ
る
期
間
、

豊
前
守
［
系
図
纂
要
］
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
新
た
に
調
べ
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
光
輔
の
人
物
像
が
多
少
な
り
と
も
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
。

 
管
見
で
は
、
光
輔
の
初
出
は
『
類
聚
其
侭
抄
』
「
第
十
・
可
給
上
筆
人
々
」
（
直

面
雲
華
）
安
和
元
年
（
九
六
八
）
八
月
二
十
二
日
の
条
、
撰
読
史
所
勤
務
を
命

じ
ら
れ
た
中
に
「
紀
伝
学
生
賀
茂
光
輔
」
と
名
が
見
え
る
。
当
時
保
憲
女
は
九

歳
く
ら
い
だ
が
、
光
輔
は
学
生
の
ま
ま
撰
國
史
所
に
勤
務
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

若
手
と
し
て
二
〇
歳
前
後
と
推
定
す
る
。

 
撰
國
史
所
と
は
国
史
を
撰
修
す
る
重
要
機
関
で
あ
り
、
過
去
の
修
史
に
携

わ
っ
た
人
々
を
挙
げ
る
と
、
淡
海
三
船
を
は
じ
め
と
し
て
大
江
論
人
・
菅
原
道

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

真
・
大
江
心
綱
な
ど
漢
詩
文
の
世
界
で
は
高
名
な
人
物
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た

紀
伝
道
の
出
身
者
も
多
く
、
光
輔
も
有
望
な
人
材
と
期
待
さ
れ
て
任
命
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
ま
た
『
外
記
補
任
』
を
主
に
参
考
に
し
て
職
歴
を
整
理
し
て
み
る
と
、
安
和

元
年
（
九
六
八
）
紀
伝
学
生
な
が
ら
撰
國
史
所
に
勤
務
［
類
聚
符
宣
抄
］
、
天

禄
元
年
（
九
七
〇
）
大
炊
□
。
天
延
四
年
（
九
七
六
）
正
月
弾
正
小
忠
。
永
観

二
年
（
九
八
四
）
権
少
外
記
初
任
（
割
注
「
十
月
二
目
任
元
弾
正
大
島
」
）
。
寛

和
元
年
（
九
八
五
）
少
外
記
初
任
。
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
大
外
記
初
任
。
永

延
元
年
（
九
八
七
）
大
外
記
在
任
（
割
注
「
七
月
七
日
従
五
位
下
同
仁
八
日
筑

後
□
（
守
歎
）
）
。
正
暦
五
年
［
目
口
］
と
、
重
要
な
役
職
と
は
い
え
ず
と
も
、
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『
賀
茂
保
憲
女
集
』
研
究
 
-
縁
者
の
伝
記
小
考
一

ほ
ぼ
順
調
に
職
に
就
い
て
い
た
と
い
え
る
。

 
し
か
し
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
保
憲
女
三
〇
歳
頃
（
光
輔
四
十
二
歳
く
ら
い
？
）

の
時
、
光
輔
は
あ
る
事
件
を
起
こ
す
。

 
『
小
右
記
』
正
暦
元
年
十
月
十
五
日
の
条
に
「
大
外
記
母
国
朝
臣
来
云
、
今

朝
賀
茂
光
輔
朝
臣
曾
祖
抜
剣
走
入
摂
政
殿
、
狂
乱
云
々
」
と
光
輔
が
、
時
の
摂

政
藤
原
道
隆
の
邸
に
刀
を
抜
い
て
上
半
身
裸
の
姿
で
走
り
込
ん
だ
と
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
は
光
輔
の
気
違
い
じ
み
た
行
動
の
理
由
、
及
び

騒
ぎ
に
伴
う
処
罰
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
摂
政
の
家
で
騒
ぎ
を
起

こ
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
古
記
録
に
は
記
述
が
な
く
、
不
明
な
点
が
多

い
が
、
切
り
込
ん
だ
理
由
は
と
も
か
く
、
光
輔
は
激
し
い
一
面
を
持
っ
た
人
物

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
保
憲
女
も
兄
の
起
こ
し
た
こ
の
騒
ぎ
は
耳
に
し
、
そ
の

経
緯
も
詳
し
く
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

 
と
こ
ろ
が
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
光
輔
は
、
約
十
年
後
の
長
保
元
年
（
九
九
九
）

史
書
に
姿
を
見
せ
る
。

 
『
本
朝
世
紀
』
三
月
七
日
の
条
、
太
宰
府
か
ら
朝
廷
へ
、
曲
豆
輝
国
の
京
都
郡

で
米
が
空
か
ら
降
っ
て
き
た
こ
と
を
報
告
し
た
「
太
宰
府
解
申
二
請
官
裁

一
事
／
言
上
異
端
状
／
一
管
磯
豆
下
国
京
都
郡
雨
レ
前
事
」
の
中
で
あ
る
（
保
憲

女
四
十
歳
・
光
輔
五
十
一
歳
く
ら
い
？
）
。

 
 
（
前
略
）
京
都
郡
高
来
郷
平
井
寺
乾
方
居
住
法
師
私
宅
、
以
二
去
九
月
晦

 
 
夜
一
雨
レ
米
。
夜
中
驚
見
。
白
米
巳
多
。
明
旦
出
見
。
頗
以
減
少
。
（
略
）

 
 
令
レ
精
義
国
府
七
一
。
相
二
尋
其
雨
米
｝
之
処
。
（
略
）
橡
長
松
所
レ
得
米
緩
以

 
 
是
。
乃
副
二
郡
解
一
進
上
如
レ
痴
者
。
件
南
米
。
縁
不
知
山
長
松
付
 
レ
封
。

進
二
国
守
光
輔
一
。
被
見
。
更
封
二
光
輔
一
名
字
。
付
二
黒
橡
腹
部
為
範
一
上
。

（
略
）

 
 
 
 
 
 
長
徳
五
年
正
月
 
 
 
 
正
六
位
上
行
大
典
酒
井
宿
墨

 
京
都
郡
に
居
住
の
法
師
の
家
に
米
が
空
か
ら
降
っ
て
き
た
こ
と
を
知
っ
た
豊

前
国
府
が
現
物
を
取
り
寄
せ
国
司
に
見
せ
た
と
い
う
記
述
の
箇
所
に
、
名
字
は

不
明
な
が
ら
「
国
守
光
輔
」
と
出
て
く
る
。
こ
の
「
光
輔
」
が
賀
茂
光
輔
で
あ

る
と
の
確
証
は
な
い
が
、
年
代
も
符
合
し
『
系
図
纂
要
』
の
光
輔
の
項
に
「
豊

前
守
」
と
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
賀
茂
光
輔
本
人
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

し
か
し
、
光
輔
は
十
年
前
に
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
司
に

な
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
傍
証
が
見
出
せ
な
い
限
り
そ

の
理
由
は
確
定
し
が
た
い
が
、
長
保
元
年
（
九
九
七
）
に
は
政
権
を
掌
握
し
て

い
た
人
物
が
道
隆
か
ら
藤
原
道
長
に
変
わ
っ
て
お
り
、
光
輔
の
昔
の
奇
行
は
不

問
と
さ
れ
た
た
め
か
、
も
し
く
は
例
え
ば
元
来
光
輔
が
道
長
派
で
あ
り
、
道
長

も
光
輔
の
好
意
を
承
知
し
て
お
り
以
前
の
問
題
行
動
を
問
題
と
し
な
か
っ
た
た

め
か
、
等
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。

 
い
ず
れ
に
せ
よ
、
光
輔
は
紀
伝
道
の
学
生
と
な
り
、
撰
国
史
所
に
配
属
さ
れ

た
り
外
記
を
経
験
し
た
り
し
て
お
り
、
文
学
・
書
物
と
関
わ
り
の
深
い
職
に
就

い
て
い
た
。
以
上
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
叔
父
保
胤
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、

保
憲
女
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
六
、
子
女
 
縁
妙

①
縁
妙
（
娘
）
［
生
没
年
未
詳
］

 
保
憲
女
の
娘
縁
妙
は
生
没
年
未
詳
だ
が
、
仮
に
保
憲
女
二
十
歳
の
時
の
子
と

す
る
と
天
元
三
年
（
九
八
○
）
頃
の
生
ま
れ
と
な
る
。
『
続
本
朝
往
生
伝
』
で
は
、

 
 
比
丘
尼
縁
妙
者
。
賀
茂
保
憲
之
孫
。
其
卑
称
賀
茂
女
。
殊
長
和
歌
。
縁
妙

 
 
出
家
之
前
。
称
之
監
君
。
二
条
関
白
之
侍
女
。
当
初
之
好
色
也
。
後
起
道

（8）



 
 
心
。
落
飾
入
時
。
歩
行
都
鄙
。
唯
称
常
住
仏
性
之
四
字
。
若
人
仏
事
。
唱

 
 
導
為
本
。
八
十
余
響
終
。
臨
終
老
鴬
。
瑞
相
自
多
。
往
生
不
穏
。

（『

攝
ｶ
伝
法
華
験
記
』
日
本
思
想
大
系
七
・
岩
波
書
店
・
昭
和
四
九
年
九
月
）

 
『
発
心
集
』
に
も
同
型
話
が
あ
る
。
さ
て
文
中
の
「
二
条
関
白
」
は
藤
原
教

 
は
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

通
と
藤
原
道
兼
の
二
二
が
考
え
ら
れ
る
が
、
通
常
藤
原
教
通
［
長
徳
二
年
（
九

九
六
）
1
延
久
二
年
（
一
〇
七
五
）
］
を
あ
て
る
（
日
本
思
想
大
系
な
ど
）
。
教

通
は
藤
原
道
長
の
子
で
関
白
に
な
り
、
大
二
条
殿
と
号
し
た
。
縁
妙
は
教
旨
よ

り
、
お
よ
そ
十
六
歳
年
上
の
計
算
と
な
る
。

 
と
こ
ろ
で
保
憲
女
集
に
子
ど
も
に
触
れ
た
和
歌
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
従

 
 
 
は
こ

来
岡
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
氏
に
よ
り
「
そ
の
子
と
父
と

不
縁
に
な
っ
た
の
で
、
乳
母
に
で
も
養
育
さ
せ
て
、
つ
と
め
て
不
愉
快
な
思
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ご

出
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
の
ご
指
摘
が
あ
る
。
保
憲
女

集
に
は
子
ど
も
や
恋
人
を
比
喩
す
る
歌
語
「
な
で
し
こ
」
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌

が
一
首
あ
る
。

 
 
六
七
 
な
で
し
こ
の
な
に
む
つ
ま
じ
き
と
こ
な
つ
を
よ
る
し
も
み
ぬ
ぞ
わ

 
 
び
し
か
り
け
る

 
「
な
で
し
こ
」
に
よ
り
子
ど
も
の
こ
と
を
詠
ん
だ
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
な
く

も
な
い
が
、
こ
こ
は
撫
子
・
と
こ
な
つ
に
よ
そ
え
た
恋
の
歌
と
と
れ
る
。
他
に

子
ど
も
を
い
と
し
ん
で
い
る
よ
う
な
和
歌
は
見
出
せ
ず
、
保
憲
女
の
娘
に
対
す

る
心
情
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
続
い
て
縁
妙
に
関
す
る
新
資
料
と
し
て
、
太
宰
府
の
「
観
世
音
寺
結
縁
願
文
」

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
太
宰
府
の
観
世
音
寺
が
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
に

火
事
で
焼
失
し
た
た
め
、
二
年
後
の
治
暦
二
年
（
一
〇
六
六
）
に
有
志
が
観
世

音
寺
再
興
の
た
め
法
華
経
一
部
を
書
写
す
る
と
記
し
た
結
縁
願
文
で
あ
る
。
そ

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
研
究
 
一
縁
者
の
伝
記
小
考
-

し
て
こ
の
署
名
者
の
中
に
「
尼
縁
妙
」
が
見
え
る
の
で
あ
る
（
傍
線
部
）
。
も

し
こ
の
「
縁
妙
」
が
保
憲
女
の
娘
弊
誌
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
八
十
余
」
歳
で
亡

く
な
っ
た
と
す
る
『
続
本
朝
往
生
伝
』
の
記
述
と
も
合
致
し
、
こ
の
結
縁
願
文

の
年
は
縁
妙
最
晩
年
の
頃
に
あ
た
る
。

 
結
縁
願
文
本
文
を
次
に
掲
げ
る
。
日
付
は
治
暦
二
年
（
一
〇
六
六
）
八
月
二

十
二
日
と
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祈
、
偏
企
営
造
、
ロ
ハ
［
口
H
H
口
H
H
口
政
務
之
繁

 
 
多
、
暁
夕
運
歩
、
（
略
）
書
写
法
華
経
一
部
、
為
万
人
結
縁
、
費
一
日
筆
削
、

 
 
（
略
）
子
時
大
宰
少
量
従
五
位
下
記
宿
祢
時
重
、
治
暦
二
年
八
月
廿
二
日

 
 
甲
辰
、
於
観
世
音
寺
仏
前
、
恭
奉
（
略
）

 
 
 
 
僧
行
禅
 
僧
任
慶
 
僧
号
源
 
僧
明
基
 
僧
安
円
 
僧
永
尊
 
僧
順

 
 
 
 
源

 
 
 
 
藤
原
師
成
 
橘
義
通
 
藤
原
邦
通
 
橘
資
成
 
橘
宗
成
 
藤
原
群
集

 
 
 
 
（
略
）
秦
時
重
（
略
）
金
犬
丸
 
今
男
丸
 
季
任
 
久
任
 
世
界
妙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
略
）
宗
形
光
任
 
伴
正
道

 
僧
侶
を
除
い
て
筆
頭
の
藤
原
師
成
は
、
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
か
ら
治
暦

三
年
（
一
〇
六
七
）
ま
で
大
宰
大
野
の
任
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
［
公
卿
補
任
］
。

父
は
中
納
言
藤
原
通
任
、
祖
父
は
贈
右
大
臣
藤
原
済
時
と
い
う
生
ま
れ
で
、
正

二
位
参
議
に
至
っ
た
［
尊
卑
分
脈
］
。
次
の
橘
義
通
は
治
暦
元
年
（
一
〇
六
五
）

に
筑
前
守
在
任
［
鎌
倉
遺
文
］
。
正
四
位
下
。
後
拾
遺
集
作
者
。
父
は
橘
為
義
［
尊

卑
分
脈
］
。
三
人
目
の
橘
資
成
は
橘
義
通
の
子
で
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
筑

前
権
守
在
任
。
従
五
位
上
大
和
守
に
至
る
。
後
拾
遺
作
者
。

 
願
文
の
主
だ
っ
た
署
名
者
の
役
職
は
大
宰
大
槽
・
大
宰
思
至
や
筑
前
守
の
経

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

験
者
も
し
く
は
現
職
で
あ
り
、
他
の
人
物
の
官
職
も
大
宰
府
の
役
人
が
多
い
。

（9）



『
賀
茂
保
憲
女
集
』
研
究
-
縁
者
の
伝
記
小
考
1

彼
ら
が
、
縁
の
あ
る
観
世
音
寺
の
た
め
に
願
を
立
て
た
こ
と
は
納
得
で
き
る
。

た
だ
署
名
者
総
勢
九
〇
連
中
、
女
性
は
縁
妙
た
だ
一
人
の
よ
う
で
あ
り
、
男
性

ば
か
り
で
し
か
も
大
宰
府
の
関
係
者
が
多
い
中
で
縁
妙
が
な
ぜ
名
を
連
ね
て
い

る
の
か
疑
問
が
残
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
理
由
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
縁
妙
在
俗
当
時
の
候
名
「
監
の
君
」
が
参
考
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
縁
妙
が
「
監
の
君
」
と
呼
ば
れ
た
由
来
は
、
岡
一
男
氏
の
縁
妙
の
夫
が
近
衛

 
 
 
 
 
で
ほ
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

将
監
と
す
る
説
と
、
守
屋
省
吾
氏
の
「
父
が
太
宰
脱
監
ま
た
は
少
監
」
と
す
る

 
 
ら
 

説
と
が
あ
る
。
呼
称
の
結
論
は
傍
証
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
出
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
守
屋
氏
の
説
と
重
な
る
が
、
至
妙
の
父
か
夫
が
大
宰
府
大
監
ま
た
は
至

芸
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
縁
妙
と
大
宰
府
と
に
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
、
そ
の
関

係
か
ら
縁
妙
に
結
縁
願
文
の
話
が
来
た
と
の
推
測
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
以
上
の
よ
う
に
縁
妙
も
母
保
憲
女
と
同
様
に
不
明
な
点
が
多
い
女
性
で
あ
る

が
、
一
方
で
ま
た
母
と
同
じ
く
書
物
に
そ
の
名
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

 
 
七
、
ま
と
め

 
以
上
、
保
憲
女
の
縁
者
の
伝
記
を
新
資
料
を
交
え
考
察
を
し
た
結
果
、
賀
茂

氏
の
栄
達
を
辿
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
祖
父
忠
行
が
陰
陽
家
の
礎
を
築
き
、
父

保
憲
は
世
に
重
ん
じ
ら
れ
る
存
在
と
な
り
、
兄
光
栄
は
五
道
の
家
の
主
と
し
て

安
定
し
は
じ
め
て
お
り
、
保
憲
女
の
生
き
た
時
期
は
賀
茂
氏
が
丁
度
、
陰
陽
道

の
家
と
し
て
世
に
も
認
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
保
憲

女
が
家
集
の
序
で
「
か
も
う
ち
な
る
を
ん
な
」
と
誇
り
を
込
め
て
記
し
た
の
も

当
然
と
い
え
る
。
ま
た
縁
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
感
じ
ら
れ
、
陰
陽
道
の
家

業
で
は
な
く
文
章
の
道
に
進
ん
だ
叔
父
保
胤
・
保
章
、
ま
た
乱
入
騒
ぎ
を
起
こ

し
た
兄
光
輔
も
保
憲
女
に
影
響
を
与
え
た
存
在
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

 
ま
た
保
憲
女
の
親
兄
弟
の
活
躍
ぶ
り
は
権
力
者
（
藤
原
北
家
）
と
は
較
べ
も

の
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
道
の
専
門
家
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
権
門
に

出
入
り
し
て
い
る
姿
を
見
聞
き
す
る
に
つ
け
、
家
に
い
た
一
女
性
で
あ
る
保
憲

女
に
は
縁
者
が
家
集
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
か
し
こ
き
鷹
」
に
見
え

た
と
し
て
も
当
然
で
あ
る
。

 
最
後
に
、
考
察
の
主
な
ね
ら
い
で
あ
っ
た
縁
者
か
ら
の
文
学
的
影
響
に
つ
い

て
の
考
察
が
、
重
要
人
物
の
叔
父
保
胤
を
別
の
…
機
会
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

こ
と
も
あ
り
、
弱
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
。
今
後
は
家
集
に

保
憲
女
の
家
・
陰
陽
道
・
家
族
へ
の
意
識
が
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
考

察
を
深
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

 
保
憲
女
の
縁
者
の
伝
記
を
再
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
憲
女
の
生
活
環
 
 
ω

境
、
ひ
い
て
は
保
憲
女
業
の
背
景
を
研
究
す
る
一
助
に
な
る
よ
う
今
後
に
生
か
 
 
臼
、

す
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

《
注
》（

1
）
藤
田
（
川
嶋
）
明
子
氏
の
「
賀
茂
保
憲
女
研
究
ロ
ー
そ
の
出
自
と
春
思

 
 
l
」
『
国
語
国
文
研
究
』
第
一
八
・
一
九
号
・
昭
和
三
六
年
三
月

（
2
）
「
賀
茂
保
憲
女
集
』
和
歌
文
学
大
系
二
〇
・
明
治
書
院
・
平
成
一
二
年

 
 
三
月

（
3
）
岡
一
男
氏
「
賀
茂
保
憲
女
亭
と
そ
の
作
品
」
『
国
文
学
研
究
』
第
三
輯
・

 
 
昭
和
二
五
年
一
一
月

（
4
）
松
平
盟
子
氏
「
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
研
究
』
1
庖
瘡
罹
病
年
代
と
序

 
 
文
に
つ
い
て
一
」
『
南
山
国
文
論
集
』
第
二
号
・
昭
和
五
二
年
＝
月



（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

    

1110
   ）

（
1
2
）

（
1
3
）

守
屋
省
吾
氏
「
第
三
『
賀
茂
保
憲
女
鑑
』
と
道
綱
母
に
お
け
る
私
家
集

箋
集
の
近
似
性
」
『
蜻
蛉
日
記
形
成
論
』
笠
間
書
院
・
昭
和
五
〇
年
九

月中
島
絵
里
子
氏
「
『
賀
茂
保
憲
女
皇
』
の
研
究
一
保
皇
女
の
漢
詩
文
の

受
容
と
家
意
識
一
」
『
日
本
文
学
研
究
』
第
三
二
号
・
平
成
九
年
一
月

三
田
村
雅
子
氏
「
賀
茂
保
憲
女
直
の
位
相
一
〈
鳥
〉
の
表
象
・
歌
か
ら

序
へ
i
」
『
和
歌
文
学
新
論
』
明
治
書
院
・
昭
和
五
七
年
五
月

久
保
木
寿
子
氏
「
賀
茂
保
憲
女
集
試
論
-
初
期
百
首
と
暦
的
観
念
l
」

『
文
学
・
語
学
』
平
成
七
年
八
月

和
田
英
松
氏
『
本
朝
書
籍
目
録
考
讃
』
明
治
書
院
・
昭
和
＝
年
＝

月
ほ
か

『
改
訂
史
籍
詳
覧
』
第
一
七
冊
・
す
み
や
書
房
・
昭
和
四
三
年
八
月

①
巻
第
二
四
・
賀
茂
忠
行
道
伝
子
保
憲
語
第
一
五
、
②
巻
第
二
四
・
安

倍
晴
明
随
忠
行
習
道
語
第
一
六
、
③
巻
第
二
九
・
平
貞
盛
朝
臣
於
法
師

家
射
取
盗
人
語
第
五
の
三
話
で
あ
る
。

巻
第
二
十
四
「
賀
茂
忠
行
道
伝
子
保
憲
語
第
十
五
」
『
今
昔
物
語
集
』

三
 
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
・
昭
和
四
九
年
七
月

守
屋
氏
は
「
仮
に
保
憲
が
二
十
五
年
⊥
二
十
五
歳
の
間
に
出
生
し
た
と

す
れ
ば
、
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
一
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
の
間
に
生

ま
れ
た
こ
と
に
な
る
」
（
髄
，
v
と
し
て
お
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
家
集
成
立
の

長
徳
四
年
（
九
九
八
）
を
保
憲
女
四
〇
歳
程
度
と
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら

逆
算
し
て
保
憲
女
の
生
年
を
天
徳
年
間
（
九
五
七
一
九
六
〇
）
頃
と
仮

定
し
た
（
父
保
慶
四
〇
1
四
三
歳
頃
）
。
た
だ
し
、
前
後
五
年
程
度
の

誤
差
は
あ
り
え
る
と
す
る
。

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
研
究
-
縁
者
の
伝
記
小
考
1

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

19 18
   v

増
田
繁
夫
氏
「
慶
滋
保
胤
伝
孜
」
『
国
語
国
文
』
第
三
三
巻
第
六
号
・

昭
和
三
九
年
六
月
／
平
林
盛
得
氏
「
慶
滋
保
胤
の
死
-
参
河
入
道
寂
照

の
入
宋
に
関
連
し
て
」
『
巳
本
仏
教
』
第
一
＝
号
・
昭
和
四
〇
年
八
月

満
田
み
ゆ
き
氏
「
相
模
伝
記
考
一
一
母
系
・
慶
同
氏
と
の
関
連
を
軸
に

I
」
『
国
文
目
白
』
第
二
二
号
・
昭
和
五
八
年
三
月

桃
裕
之
氏
『
上
代
学
制
の
研
究
』
修
訂
版
・
思
文
閣
出
版
・
平
成
七
年

六
月『

続
本
朝
往
生
伝
』
日
本
思
想
大
系
・
『
発
心
集
』
日
本
古
典
文
学
集

成
（
新
潮
社
）
な
ど

『
太
宰
府
天
満
宮
資
料
』
巻
五
・
太
宰
府
天
満
宮
・
昭
和
四
四
年
五
月

そ
の
他
の
人
物
は
、
治
暦
二
年
の
『
平
安
遺
文
』
一
〇
〇
四
・
一
〇
〇

七
・
一
〇
一
二
の
の
肩
書
き
・
署
名
（
名
字
の
み
記
載
）
よ
り
照
合
す

る
と
、
藤
原
氏
一
太
津
蟹
監
・
藤
原
氏
一
少
典
・
菅
野
氏
i
大
飾
・
紀

氏
-
権
大
監
・
回
春
氏
-
権
 
少
監
・
大
蔵
氏
一
権
大
監
・
豊
嶋
氏
一

大
監
・
惟
宗
氏
一
大
監
・
宗
形
氏
一
聖
典
な
ど
が
確
認
で
き
る
。

（11）


